
                                  別紙１ 

仕 様 書 
 
 

１ 概要 

本仕様書は、広島県警察本部刑事部鑑識課（以下「鑑識課」という。）が指定

する履行場所において、写真印画装置の使用、保守及び消耗品の調達を行うもの 

 

２ 契約期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月 31 日までの間とする。ただし、写真印画装

置は、令和８年３月 31 日までに別添１「履行場所」へ設置すること。 

これにより難い場合は、発注者の指示を受けること。 

 

３ 調達範囲 

本件の調達範囲は、写真印画装置を設置・保守し、写真印画装置消耗品を供給

することによりデジタルカメラで撮影した画像ファイルを印画するものとする。 

写真印画作成予定枚数、写真印画装置設置台数は、別添２のとおり。ただし、

この表は、購入数量を確定するものではない。 

 

４ 納品ドキュメント 

落札者は、７（ハードウェア・ソフトウェア要件）を満たすことがわかる資料

を入札参加資格申請時に鑑識課へ提出し、承認を得ること。 

 

５ 作業に必要な機器、消耗品等 

 (1) 機器設置作業を遂行する上で必要な機器 

 (2) 納入期限までの機器などのメンテナンス、修理、履行場所における職員に対

する使用方法の説明は、落札者が実施すること。 

 (3) 写真印画装置には落札者の表示をすること。表示は、名称、管理番号、故障

時の連絡先等必要事項に留め、広告・宣伝等にわたらないよう注意すること。 

 

６ セキュリティ要件 

 (1) 機密保持 

  ア 本件の作業を通じて知り得た機密情報や警察の業務上の事項は契約期間中

はもとより、契約終了後においても第三者に開示、漏洩してはならない。 

  イ 広島県警察に損害を与える行為が判明した場合は、落札者に損害賠償の責

任が生じるものとする。 

 (2) 情報の持出等 

  ア 本件の作業を通じて使用した電磁的記録媒体等は、記録されたデータが外

部に流出することがないように、データの管理を行うこと。 

  イ 本件の作業を行うに当たって必要となる情報(記録媒体、紙等)を警察本部

又は警察署外へ持ち出す場合、事前に書面による届け出を行い、承認を得る 



こと。 

 (3) パソコンなどの持ち込み 

   警察施設内に持ち込む機器、電磁的記録媒体等がある場合は、全て事前に鑑

識課へ届け、指示を受けること。 

 (4) 通信回線の利用 

   本業務で使用する機器については、インターネット、イントラネット等への

接続は有線、無線に関わらず認めない。 

 

７ ハードウェア・ソフトウェア要件 

  本調達機器については、「広島県グリーン購入方針」に適合していること。 

 (1) 専用受付端末 

項  目 機 能 及 び 性 能 

タイプ 

 

デスクトップ型（受付モニター付き）であること。 

（プリンターのみのものを除く。） 

表示装置 

 

 

 

 

(1) 液晶ディスプレイであること。 

(2) 15 インチ以上の液晶であること。 

(3) タッチパネル式等で容易に操作できること。 

(4) 解像度 1024×768 ドット以上であること。 

(5) 1670 万色以上を表示できること。 

メディアリーダ

ー・ライター 

 

 

※ 印画データの内蔵ハードディスクへの書き込みは不 

可とする。 

(1) ＳＤカードスロットを内蔵すること。 

(2)  書ききり型記録媒体に対応すること。 

画像フォーマッ

ト 

 

 JPEG 等一般的なデジタルカメラの画像フォーマット

に対応すること。 

電源 最大消費電力 110W 以下であること。 

 (2) プリンター 

項  目 機 能 及 び 性 能 

プリント方式 昇華型熱転写方式 

解像度 300dpi 以上であること。 

色 印画データの色情報に従い、印画できること。 

プリント速度 Ｌ版１枚当たり 10 秒以下であること。 

プリントサイズ Ｌ版（約 89×127mm）プリント対応であること。 

 (3) 写真印画装置消耗品 

   前(2)のプリンターに対応するもの。 

 

８ 機器の保守等 

写真印画装置は、常時完全な機能で使用できるよう保守すること。故障があっ



た場合には、修理及び動作確認をすること。なお、修理に時間がかかる場合は、

業務に支障がないよう、代替機等により対応すること。 

 

９ 契約方法 

写真印画装置消耗品（Ｌサイズ）１枚当たりの単価（消費税及び地方消費税を

含む。）による、一般競争入札とする。 

 

10 請求方法等 

毎月末日において、１か月間に履行場所において納入した写真印画装置消耗品

の数量に単価を乗じた額（１円未満の端数は切り捨て。）を、警察本部に請求す

るものとする。 

 

11 特記事項 

履行場所については、各警察署の印画状況等を勘案し、広島県内の他の警察署

に移設して運用することができるものとし、落札者の指示により、鑑識課におい

て移設の対応を行うものとする。 

 

12 その他 

 (1) 写真印画作成により排出されるインクリボン等の廃棄物は、落札者において

細断等復元できない方法で確実に処分することとし、その費用は落札者におい

て負担すること。 

   廃棄物は、警察本部に集約するので適宜処分すること。 

 (2) 写真印画装置の設置、撤去、調整等に要する費用は落札者が負担すること。 

 



別添　１

警察署名 〒 住　　　　所 電話番号

広島中央警察署 730-0011  広島市中区基町9-48 082-224-0110

広島東警察署 732-0057  広島市東区二葉の里3-4-22 082-506-0110

広島西警察署 733-0833  広島市西区商工ｾﾝﾀｰ4-1-3 082-279-0110

広島南警察署 734-0001  広島市南区出汐2-4-65 082-255-0110

安佐南警察署 731-0113  広島市安佐南区西原9-3-20 082-874-0110

安佐北警察署 731-0221  広島市安佐北区可部4-14-13 082-812-0110

佐伯警察署 731-5156  広島市佐伯区倉重1-26-1 082-922-0110

海田警察署 736-0051  安芸郡海田町つくも町1-45 082-820-0110

廿日市警察署 738-0015  廿日市市本町1-10 0829-31-0110

大竹警察署 739-0613  大竹市本町1-8-10 0827-53-0110

山県警察署 731-3501  山県郡安芸太田町大字加計3760-1 0826-22-0110

呉警察署 737-0811  呉市西中央2-2-4 0823-29-0110

広警察署 737-0141  呉市広大新開1-5-6 0823-75-0110

江田島警察署 737-2122  江田島市江田島町中央4-13-1 0823-42-0110

東広島警察署 739-0014  東広島市西条昭和町4-11 082-422-0110

竹原警察署 725-0026  竹原市中央1-1-13 0846-22-0110

福山東警察署 720-8531  福山市三吉町南2-5-31 084-927-0110

福山西警察署 729-0112  福山市神村町3106-1 084-933-0110

福山北警察署 720-2107  福山市神辺町大字新道上字3-14 084-962-0110

尾道警察署 722-0014  尾道市新浜1-7-34 0848-22-0110

三原警察署 723-0052  三原市皆実3-2-6 0848-67-0110

府中警察署 726-0002  府中市鵜飼町542-3 0847-46-0110

三次警察署 728-0012  三次市十日市中2-6-6 0824-64-0110

庄原警察署 727-0012  庄原市中本町1-3-8 0824-72-0110

安芸高田警察署 731-0501  安芸高田市吉田町吉田1204-2 0826-47-0110

世羅警察署 722-1121  世羅郡世羅町大字西上原427-1 0847-22-0110

 

履行場所



別添２

写真印画作成 写真印画装置

予定枚数 設置台数

 広島中央警察署 6,500 1  広島中央警察署

 広島東警察署 6,500 1  広島東警察署

 広島西警察署 800 1  広島西警察署

 広島南警察署 5,600 1  広島南警察署

 安佐南警察署 3,200 1  安佐南警察署

 安佐北警察署 11,000 1  安佐北警察署

 佐伯警察署 20,000 1  佐伯警察署

 海田警察署 14,000 1  海田警察署

 廿日市警察署 1,800 1  廿日市警察署

 大竹警察署 1,000 1  大竹警察署

山県警察署 2,300 1 山県警察署

 呉警察署 2,900 1  呉警察署

 広警察署 4,400 1  広警察署

 江田島警察署 800 1  江田島警察署

 東広島警察署 13,000 1  東広島警察署

 竹原警察署 4,000 1  竹原警察署

 福山東警察署 13,000 1  福山東警察署

 福山西警察署 6,200 1  福山西警察署

 福山北警察署 2,500 1  福山北警察署

 尾道警察署 8,200 1  尾道警察署

 三原警察署 3,300 1  三原警察署

 府中警察署 100 1  府中警察署

 三次警察署 8,500 1  三次警察署

 庄原警察署 2,000 1  庄原警察署

 安芸高田警察署 3,900 1  安芸高田警察署

 世羅警察署 100 1  世羅警察署

 計２６署 145,600 26 ２６箇所

管理媒体印画枚数 44,400 （各署で印画される書ききり型媒体以外の印画枚数）

印画予定枚数計 190,000

警察署名 消耗品納品場所


